
 

富士見市公の施設の指定管理者随意指定取扱基準 

 

第１ 趣旨 

この基準は、市及び教育委員会が所管する公の施設の管理を行わせる指定

管理者(以下「指定管理者」という。)指定候補者を随意指定により選定する

ことに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 随意指定の定義 

この基準において「随意指定」とは、公募によらない指定管理者指定候補

者の選定方法のことをいう。 

 

第３ 随意指定の判断基準 

次の場合は、随意指定を行うことができる。 

指定管理者の募集に対し、申請がない場合や申請のあった団体に候補者として

選定ができるものがない場合 

 

第４ 随意指定の決定方法 

  前項の規定に基づき、随意指定により指定管理者指定候補者の選定をするにあ 

たっては、募集内容の見直し等、必要な措置を講じたうえで、政策会議において 

決定するものとし、指定管理者候補者審査委員会において承認を得るものとする。 

 

第５ 随意指定の事務 

随意指定を行う場合、指定管理者候補者に対し、管理を行わせようとする施設、

申請の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじめ明示し、富士見市公

の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年条例第１８号）及

び富士見市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則（平成１６年規則

第２７号）の定めるところにより必要な手続を行うものとする。 

 



第６ 施行期日 

  平成１９年８月１日 

平成２２年７月２９日一部改正 

平成２９年６月５日一部改正 

令和４年５月９日一部改正 

 

 


